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図表－１ 法人税の税率

( 注 1) 中小法人には、一般社団法人等及び人格のない社団等を含みます。
( 注 2) 「改正前」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成 21年４月１日から平成 23年３月31日までの間に終了する事業年度に適用

されています。
( 注 3) 「改正後」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成 23年４月１日から平成 26年３月31日までの間に開始する事業年度に適用

します。なお、中小法人、公益法人等、協同組合等及び特定の医療法人の平成 23年４月１日前に開始し、かつ、同日以後に終了する
事業年度については、経過措置として改正前の租税特別措置法による税率を適用します。

図表－２ 青色欠損金等の繰越控除制度（改正後）

図表－３ 損金算入限度額の経過措置

は
じ
め
に

平
成
２２
年
１２
月
１６
日
に
平
成

２３
年
度
税
制
改
正
大
綱
が
公
表

さ
れ
た
。
こ
の
大
綱
に
よ
る
法

人
税
の
改
正
案
で
は
、
国
内
企

業
の
国
際
競
争
力
強
化
と
外
資

系
企
業
の
立
地
の
促
進
を
目
的

と
し
て
、
法
人
実
効
税
率
が

５
％
引
き
下
げ
ら
れ
る
。
ま

た
、
こ
れ
に
伴
う
財
源
措
置
と

し
て
、
租
税
特
別
措
置
で
あ
る

特
別
償
却
や
準
備
金
等
の
廃
止

・
縮
減
、
減
価
償
却
制
度
の
定

率
法
償
却
率
の
見
直
し
、
大
法

人
に
つ
い
て
欠
損
金
の
繰
越
控

除
の
一
部
制
限
な
ど
課
税
ベ
ー

ス
拡
大
が
講
じ
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
大
綱
に
よ
る
法

人
税
の
改
正
案
の
主
な
概
要
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

１

法
人
実
効
税
率
の
引
下
げ

�

法
人
税
率
の
引
下
げ

国
税
と
地
方
税
を
合
わ
せ
た

法
人
実
効
税
率
を
５
％
引
き
下

げ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
国
税
の

法

人

税

率

は
２５
・
５
％
（
現

行：
３０
％
）
に
引
き
下
げ
る
。

�

軽
減
税
率
等
の
引
き
下
げ

中
小
企
業
者
等
の
軽
減
税
率

に
つ
い
て
、
改
正
前
の
特
例
に

よ
る
税
率
を
平
成
２６
年
３
月
３１

日
ま
で
３
年
間
の
措
置
と
し
て

１５
％
（
現
行：

１８
％
）
に
引
き

下
げ
る
と
と
も
に
、
本
則
税
率

を
１９
％
（
現
行：

２２
％
）
に
引

き
下
げ
る
。（
図
表
‐
１
参
照
）

�

法
人
住
民
税
率

国
税
と
地
方
税
を
合
わ
せ
た

法
人
実
効
税
率
を
５
％
引
き
下

げ
る
た
め
、
法
人
税
の
基
本
税

率
の
引
下
げ
に
伴
い
、
法
人
住

民
税
の
実
効
税
率
を
０
・
８７
％

引
き
下
げ
る
。

２

減
価
償
却
制
度

平
成
２３
年
４
月
１
日
以
後
に

取
得
を
す
る
減
価
償
却
資
産
の

定
率
法
の
償
却
率
は
、
定
額
法

の
償
却
率
（
１
／
耐
用
年
数
）

を
２
・
０
倍
し
た
数
（
現
行：

２
・
５
倍
し
た
数
）
と
す
る
。

３

青
色
欠
損
金
等
の
繰
越
控

除
限
度
額
の
縮
小

�

中
小
法
人
等
以
外
の
大

法
人青

色
欠
損
金
等
の
繰
越
控
除

制
度
に
お
け
る
控
除
限
度
額
に

つ
い
て
、
繰
越
控
除
前
の
所
得

の
金
額
の
１
０
０
分
の
８０
相
当

額
と
す
る
。（
図
表
‐
２
参
照
）

�

中
小
法
人
等

中
小
法
人
等
に
つ
い
て
は
、現

行
の
控
除
限
度
額
を
存
置
す
る
。

４

青
色
欠
損
金
等
の
繰
越
控

除
期
間
の
延
長

�

繰
越
控
除
期
間
の
延
長

青
色
欠
損
金
等
の
繰
越
期
間

を
９
年
（
現
行：

７
年
）
に
延

長
す
る
。

�

更
正
の
請
求
期
間

法
人
税
の
欠
損
金
額
に
係
る

更
正
の
請
求
期
間
を
９
年
（
現

行：

７
年
）
と
す
る
。

�

更
正
の
期
間
制
限

法
人
税
の
欠
損
金
額
に
係
る

更
正
の
期
間
制
限
を
９
年
（
現

行：

７
年
）
に
延
長
す
る
。

５

貸
倒
引
当
金
の
適
用
対
象

法
人
の
縮
小
等

�

適
用
対
象
法
人

適
用
法
人
を
銀
行
、保
険
会
社

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
法
人

及
び
中
小
法
人
等
に
限
定
す
る
。

な
お
、
適
用
対
象
法
人
以
外

の
法
人
に
お
い
て
は
、
現
行
法

に
よ
る
損
金
算
入
限
度
額
の
平

成
２３
年
度
は
４
分
の
３
、
平
成

２４
年
度
は
４
分
の
２
、
平
成
２５

年
度
は
４
分
の
１
の
引
当
て
を

認
め
る
等
の
経
過
措
置
を
講
ず

る
。（
図
表
‐
３
参
照
）

�

割
増
率
の
引
き
下
げ

公
益
法
人
等
又
は
協
同
組
合

等
の
貸
倒
引
当
金
の
特
例
に
つ

い

て
、
割

増

率

を
１２
％
（
現

行：

１６
％
）
に
引
き
下
げ
る
。

６

一
般
の
寄
附
金
の
損
金
算

入
限
度
額
の
引
き
下
げ

一
般
の
寄
附
金
の
損
金
算
入

限
度
額
に
つ
い
て
、「
資
本
基
準

額：

（
期
末
資
本
金
額
＋
期
末

資
本
積
立
金
額
）
×
１２
／
１２
×

２
・
５
／
１
、
０
０
０
）
」
と

「
所
得
基
準
額：

（
支
出
寄
附

金
総
額
＋
別
表
四
仮
計
）
×
２

・
５
／
１
０
０
）
」
と
の
合

計

額
の
４
分
の
１
（
現
行：

２
分

の
１
）
相
当
額
に
引
き
下
げ
る
。

７

会
計
上
の
変
更
及
び
誤
謬

の
訂
正
に
関
す
る
会
計
基
準

の
導
入

「
会
計
上
の
変
更
及
び
誤
謬

の
訂
正
に
関
す
る
会
計
基
準
」

の
導
入
に
伴
い
、
次
の
措
置
を

講
ず
る
。

�
陳
腐
化
償
却
制
度
を
廃
止
す
る
。

�
耐
用
年
数
の
短
縮
特
例
に
つ

い
て
、
国
税
局
長
の
承
認
を
受

け
た
未
経
過
使
用
可
能
期
間
を

も
っ
て
耐
用
年
数
と
み
な
す
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
承
認
後
は
未

経
過
使
用
可
能
期
間
で
償
却
で

き
る
制
度
と
す
る
。

�
確
定
申
告
書
等
の
添
付
書
類

に
過
年
度
事
項
の
修
正
の
内
容

を
記
載
し
た
書
類
を
追
加
す
る
。

８

棚
卸
資
産
の
評
価
方
法

棚
卸
資
産
の
評
価
に
つ
い
て
、

切
放
し
低
価
法
を
廃
止
す
る
。

９

法
人
税
の
中
間
納
付
制
度

法
人
税
の
中
間
納
付
制
度
に

つ
い
て
、
仮
決
算
に
よ
る
中
間

税
額
が
前
事
業
年
度
の
確
定
法

人
税
額
の
１２
分
の
６
を
超
え
る

場
合
に
は
、
仮
決
算
に
よ
る
中

間
申
告
書
を
提
出
で
き
な
い
こ

と
と
す
る
。

１０

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制

�
清
算
中
の
株
式
に
係
る
評
価

損
の
不
計
上

１
０
０
％
グ
ル
ー
プ
内
の
他

の
内
国
法
人
が
清
算
中
で
あ
る

場
合
、
解
散
が
見
込
ま
れ
る
場

合
又
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
内
で
適

格
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ

の
株
式
に
つ
い
て
評
価
損
を
計

上
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

�
解
散
の
場
合
の
期
限
切
れ
欠

損
金
の
損
金
算
入
制
度

解
散
の
場
合
の
期
限
切
れ
欠

損
金
の
損
金
算
入
制
度
に
お
い

て
マ
イ
ナ
ス
の
資
本
金
等
の
額

を
期
限
切
れ
欠
損
金
と
同
様
と

す
る
。

�
適
格
合
併
等
の
場
合
の
欠
損

金
の
制
限
措
置
等

適
格
合
併
等
の
場
合
の
欠
損

金
の
制
限
措
置
等
に
つ
い
て
、

適
用
対
象
か
ら
被
現
物
分
配
法

人
の
自
己
株
式
の
適
格
現
物
分

配
を
除
外
す
る
。

�
中
小
法
人
向
け
特
例
制
度
の

不
適
用

資
本
金
の
額
等
が
１
億
円
以

下
の
法
人
に
係
る
、
い
わ
ゆ
る

「
中
小
法
人
向
け
特
例
制
度
」

に
つ
い
て
は
、
１
０
０
％
グ
ル

ー
プ
内
の
複
数
の
大
法
人
（
資

本
金
の
額
等
が
５
億
円
以
上
の

法
人
等
）
に
発
行
済
株
式
の
全

部
を
保
有
さ
れ
て
い
る
法
人
に

は
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

１１

雇
用
促
進
税
制
の
創
設

公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
雇

用
促
進
計
画
の
届
出
を
行
っ
た

青
色
申
告
法
人
で
、
期
末
の
従

業
員
の
う
ち
雇
用
保
険
一
般
被

保
険
者
の
数
が
前
期
末
に
比
し

て
１０
％
以
上
、
か
つ
、
５
人
以

上
（
中
小
企
業
者
等
に
つ
い
て

は
、
２
人
以
上
）
増
加
し
、
公

共
職
業
安
定
所
の
長
の
確
認
を

受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
増
加

し
た
数
に
２０
万
円
を
乗
じ
た
金

額
を
税
額
控
除
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
期
の
法
人
税
額

の
１０
％
（
中
小
企
業
者
等
に
つ

い
て
は
、２０
％
）を
限
度
と
す
る
。

１２

研
究
開
発
税
制
の
縮
減

研
究
開
発
税
制
に
お
け
る

「
総
額
型
」
の
税
額
控
除
限
度

額
を
２０
％
（
現
行：

３０
％
）
に

縮
減
す
る
。

１３

エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造

改
革
推
進
投
資
促
進
税
制

エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
改
革

推
進
投
資
促
進
税
制
を
廃
止
す
る
。

１４

中
小
企
業
等
基
盤
強
化

税
制

中
小
企
業
等
基
盤
強
化
税
制

を
廃
止
す
る
。

１５

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

中
小
企
業
等
基
盤
強
化
税
制

の
廃
止
に
伴
い
、中
小
企
業
投
資

促
進
税
制
の
対
象
か
ら
除
外
さ

れ
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
範

囲
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
行
う
。

１６

特
定
の
資
産
の
買
換
え

の
場
合
等
の
課
税
の
特
例

既
成
市
街
地
等
内
か
ら
外
へ

の
買
換
え
制
度
に
つ
い
て
、
買

換
資
産
の
対
象
区
域
を
３
大
都

市
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
及
び

政
令
指
定
都
市
の
市
街
化
区
域

に
限
定
す
る
と
と
も
に
、
譲
渡

資
産
か
ら
店
舗
を
除
外
し
た
上
、

そ
の
適
用
期
限
を
平
成
２６
年
３

月
３１
日
ま
で
３
年
延
長
す
る
。

な
お
、
特
定
の
資
産
の
買
換

え
の
規
定
の
う
ち
、「
二
号
〜
五

号
、
七
号
、
八
号
、
十
号
〜
十

三
号
、
十
六
号
、
十
八
号
」
の

買
換
え
制
度
を
廃
止
す
る
。

お
わ
り
に

デ
フ
レ
脱
却
、
国
内
企
業
の

国
際
競
争
力
強
化
等
を
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
す
る
意
味
で
の
法
人
税

実
効
税
率
の
引
き
下
げ
措
置
は

評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
財
源

措
置
と
し
て
の
青
色
欠
損
金
の

繰
越
控
除
限
度
額
の
縮
減
は
、

企
業
の
担
税
力
と
い
う
観
点
か

ら
大
い
に
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
再
検
討
を
要
す
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。

法
人
税
法
の
改
正
に
つ
い
て

宮森俊樹
【芝】
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